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3-3-3 自動車（道路） 

(1) 骨格道路網 

北海道随一の大消費地である札幌には北海

道内々および内外貨物の約4割が発生集中して

おり、これら貨物流動のほとんどは自動車によ

る移動である。 
また、札幌には毎年約1,300万人の観光客が

国内外から訪れているが、鉄道駅から遠い観光

地も多く、移動の交通手段は、自家用車、レン

タカー、貸切バスなどの自動車が主体である。 
これらの物流・観光拠点と、都心および空

港・港湾等の交通拠点間は移動距離が長く、一

般道路を利用した移動が多い。そのため、物

流・観光交通と、日常の交通が輻輳し、市内幹

線道路の交通混雑に拍車をかけている。 
特に冬期の遅れは社会経済活動を麻痺させ

る大きな課題であり、これらの主要拠点間の円

滑性低下は、国際競争力低下の一因になること

も懸念される。 
骨格道路網については、道内拠点間を結ぶ高

速自動車道路網、札幌圏の都市相互を結ぶ連携

道路、都心への流入を抑制しながら地域間の交

通の円滑化を図る環状道路、都心部と地域拠点

や周辺都市と結ぶ放射道路で構成されており、

今後は、道央都市圏「都市交通マスタープラン」

に位置づけられている骨格道路網『2高速・3

連携・2環状・13放射道路』について既存道路

網を活用しながら機能を強化する必要がある。 
また、13放射道路のうち、創成川通機能強化（国道 5号）・豊平川通南伸については、自

動車の円滑性向上を重点的に図る路線に位置づけるとともに、既存の骨格道路網や公共空間

の状況を勘案した連携強化が必要である。 
特に、創成川通機能強化（国道5号）については、都市内の緑化空間・水辺空間を創造し、

かつ歩行者・自転車・公共交通への空間再構築を図るとともに、高速道路とのアクセスを強

化し、重点的に機能を強化することが重要である。 
 
 
 
 

図 3-13 産業や観光の拠点配置と幹線道路の渋滞損失 

図 3-14 都心～新千歳空港の道路所要時間 

      資料：道路交通センサス 
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【骨格道路網の形成】
『２高速・３連携・２環状・13放射道路』

※下図（薄色）は都市圏の交流・連携の構造図

２高速

• 高速道路は、広域分散型の都市構造を有する北海道において、円滑なモノの流れ、人の流れを確保す
る上で欠かせない道路です。高度な都市機能が集積する都市圏コアと高速道路とのアクセス性を向上
し、広域連携の強化を図ることで、活力の向上と環境負荷の低減を図ります。

３連携

• 道央圏連絡道路は、苫小牧港・新千歳空港・石狩湾新港・小樽港といった国内外のゲートウェイとな
る拠点、さらに沿線の産業拠点を連携し、道央都市圏のみならず道内の経済競争力を高める機能を担
う路線として位置づけ、早期の全線開通を目指します。

• 札幌圏連携道路は、道央圏連絡道路を補完し、道央都市圏内の産業連携軸として機能を担う路線に位
置づけます。

• 南回り連携道路は、小樽・札幌南部・恵庭・千歳間の自然体験型観光ゾーンを経由する観光連携軸と
して位置づけます。

２環状
•内環状道路は、都心通過交通を抑制し、都市圏コアの魅力向上、歩行者重視のまちづくりによる賑わ

い創出を支援する道路として位置づけ、機能強化を図ります。
•外環状道路は、既存の道路網を活用することとし、隘路の解消等の機能強化を重点的に図っていくこ

とで、南部地域における交通の円滑化と環状機能の強化を図ります。

１３放射

•第３回ＰＴ調査に基づくマスタープランで掲げた１１放射に加え、豊平川通と国道453号を新たに放
射道路に位置づけ、南区方面の生活拠点、観光拠点間とのアクセス性向上による連携強化を図り、都
市圏の活力向上を図ります。

都心アクセス強化道路軸

•「暮らし」、「活力」、「環境」の3つの視点で有効な道路軸の形成を図るために、石狩方面

（国道5号）、南区方面（豊平川通）については、自動車の円滑性向上を重点的に図る路線に

位置づけるとともに、既存の骨格道路網や公共空間の状況を勘案しつつ、あるべき都市圏の

将来像で示した連携強化を図ります。

•都市内の緑化空間・水辺空間を創造し、かつ歩行者・自転車・公共交通への空間再構築を図

るために、高速道路とのアクセス強化については国道5号を活用することとし、重点的に機能
強化を図ります。

図3-15 道央都市圏「都市交通マスタープラン」（骨格道路網） 

〈２高速〉

①北海道縦貫自動車道
②北海道横断自動車道

（含む〔千歳～夕張〕〔小樽～余市〕）

〈３連携〉
①道央圏連絡道路（国道337号）

②札幌圏連携道路

（札幌北広島環状線、江別恵庭線）

③南回り連携道路

（小樽定山渓線、国道230号、平岸通、

国道453号、支笏湖公園線）

〈２環状〉
①内環状道路（環状通）

②外環状道路
（札幌新道、厚別東通、羊ケ丘通、

西野真駒内清田線、北5条・手稲通）

〈13放射〉
小樽方面

①国道5号、北1条・宮の沢通
石狩方面

②国道5号、国道231号
③新川通、石山通

当別方面
④国道275号
⑤伏古・拓北通、札幌当別線

江別方面
⑥国道12号
⑦厚別通、江別3番通

千歳方面
⑧国道36号
⑨国道274号、南郷通
⑩羊ケ丘通

南区方面
⑪国道453号
⑫国道230号

⑬豊平川通
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(2) 都市計画道路網 

道路は、人や自動車、自転車、公共交通などの通行や防災のための空間の提供、上下水道

や通信、電力、ガスといった公共・公益施設の収容などの基本的な機能を持っており、良好

な市街地形成のための各種都市基盤施設のうち、最も基本的なものとなっている。 

住宅市街地の秩序ある形成を図るためには、幹線道路を 1km間隔の格子状に配置するとと

もに、これと同程度の延長密度で補助幹線道路を幹線道路に配置することを基本としており、

この場合の延長密度は1km2当たり概ね4km必要となり、市街地全体では住宅地、商業地、工

業地の平均的な面積割合から、1km2当たり概ね3.5km配置することを目指してきた。 

札幌市において、昭和30～40年代に人口や産業の集中が進み、これに対応したまちづくり

が進んできた。特に、昭和47年のオリンピック開催を契機として、様々な都市基盤整備が進

み、現在の都市計画道路網の骨格もこの時代に構築されたものである。 

その後も、市街化区域の拡大やそれに伴う人口増加に合わせて、都市計画道路網の拡充を

図ってきたところであり、街路事業や土地区画整理事業等の面的整備事業に伴う街路整備に

より、都市計画道路の整備率（図 3-6参照）は政令指定都市の中でも最も高い水準にとなっ

ている。 
しかし、市内には交通事故や渋滞対策が必要な箇所が点在するため、利用者ニーズ等を踏

まえ、交差点改良等の必要な対策を講じる必要がある。 
今後は、地域の交通状況・ニーズに応じて、必要な円滑化対策や都市計画道路ネットワー

クの維持・充実を進めるとともに、長期未着手の都市計画道路の見直しなども視野に入れた

取り組みが必要がある。 
また、都市や駅周辺を中心として近年利用が高まっている自転車の走行空間の確保が課題

となっており、従来の自動車重視の道路空間を、歩行者・自転車および公共交通を重視する

空間に転換し、さらに身近な水・みどりの保全、創出の場、雪処理スペースとして活用する

ことにより、すべての道路利用者が安全で快適に利用できる空間に再構築することも必要と

なっている。 
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図 3-16 札幌市内の都市計画道路整備率の推移 

資料：札幌の都市交通データブック 
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(3) 都心内の都市計画道路網 

高次な都市機能が集積する都心は、札幌市民のみならず、北海道にとって、行政・文化・

経済活動を支える重要な役割を担ってきた。 
近年、長引く景気低迷に加え、郊外部での大型商業施設の立地やインターネットの普及等

により、都心の交通需要は減少しており、経済活動全体の活力低下が懸念される。 
交通環境面では、違法路上駐車車両および荷捌き車両やタクシーなどが後を立たず、慢性

的な交通混雑などにより、人・物の円滑な移動サービスが確保されていない状況にある。 
また、都心における自動車交通量のうち通過交通が全体の35％を占めており、都心部渋滞

の一つの要因となっている。 
このことから、都心における交通サービスは決して満足できる状況にはなく、結果として

都心の魅力低下、ひいては札幌市自体の魅力低下をも招いている。 

図 3-18 道路空間再構築のイメージ 
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図 3-17 幹線街路密度と整備率の他都市との比較（平成19年度） 

資料：札幌の都市交通データブック、都市計画現況調査 
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《都心》

外内 内外

内内

外外

1,138百台ﾄﾘｯﾌﾟ　35.1％

883百台ﾄﾘｯﾌﾟ
27.2％

807百台ﾄﾘｯﾌﾟ
24.9％

416百台ﾄﾘｯﾌﾟ
12.8％

自動車交通量：3,245百台トリップ

図【平日12時間計】都市内通過・発着交通実態

《都心》

外内 内外

内内

外外

1,138百台ﾄﾘｯﾌﾟ　35.1％

883百台ﾄﾘｯﾌﾟ
27.2％

807百台ﾄﾘｯﾌﾟ
24.9％

416百台ﾄﾘｯﾌﾟ
12.8％

自動車交通量：3,245百台トリップ

図【平日12時間計】都市内通過・発着交通実態

図 3-19 札幌都心部出入交通の内訳 

資料：平成 18 年度 札幌開発建設部資料 

●都心外周道路位置図

今後は、複数交通モードとの道路空間再構築を図るとともに、道央都市圏「都市交通マス

タープラン」において都市圏コア内の機能強化軸として位置づけられている豊平川通北伸な

どの都心周辺における道路ネットワークの強化による「通過交通の抑制」が重要である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★自動車（骨格道路網・都市計画道路網） 

＜想定される事業・施策 イメージ例＞ 

・創成川通の機能強化（都心―札幌北IC間） 

・豊平川通の南北延伸 

・札幌圏連携道路の整備（屯田茨戸通、札幌江別大橋） 

・外環状道路（南回り）の機能強化（既存道路の機能強化） 

・バス路線などの幹線道路整備 

・交差点改良等による渋滞対策 

・長期未着手の都市計画道路の見直し 

・道路空間再配分（歩行者・自転車および公共交通を重視する空間に転換） 
・拠点等の幹線道路における無電柱化 
・アセットマネジメントの推進 

・「札幌市冬のみちづくりプラン」に基づく重点的・効率的な除排雪の実施 
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(4) 徒歩 

① 歩道バリアフリー化 

現在、我が国では、他の先進諸国にも例を見ない急速な高齢化が進んでいる。 

札幌市においても同様に、高齢者率は年々上昇を続け、2030年（平成42年）には、市民

の3人に1人が65歳以上の高齢者となるものと推計されており、その対策は急務となってい

る。また、障がい者が障がいを持たない人と同じように、自分の意志で考え、決定し、社会

のあらゆる活動に参加できる共生社会の実現（ノーマライゼーション）も求められている。 

このことから、今後は「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサル

デザインの考え方に基づき、身体的状況、年齢、国籍などを問わず、可能な限り全ての人が、

人格と個性を尊重され、自由に社会に参画し、いきいきと安全で豊かに暮らせるよう、生活

環境や連続した移動環境をハード・ソフトの両面から継続して整備・改善していくことが必

要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-20 年齢構成比の推移 

資料：国勢調査（2005年まで）、国立社会保障・人口問題研究所推計値（2010年以降） 

 

 こうした中、平成 18年に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バ
リアフリー新法）が施行され、この法律に基づき、平成21年3月に「新・札幌市バリアフリ

ー基本構想」を策定し、53地区が重点整備地区として設定された。 

 この基本構想では、駅などの旅客施設、建築物、道路、車両、信号機等の施設のバリアフ

リー化を重点的、一体的、継続的に進めるための取り組みが記されており、そのうち、歩道

については、対象となる地区の中で、連続してバリアフリー化された歩行者ネットワークを

形成し、その地区を利用する人が安全で快適に目的地まで到達できるようにすることを基本

方針としている。 

 今後については、歩道バリアフリー化整備を積極的、効率的に促進するため、基本構想で

定める優先度が高い地区の主要な歩道から重点的に整備を行うとともに、年間を通じて適切

な維持管理を実施することとしている。 
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    図3-21 整備優先度のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図3-22 交差点整備のイメージ図 

 
② 地下空間 

安全で快適な地下歩行空間を拡充することで、多様性のある交流空間のネットワーク形成

を図るとともに、既存空間も含めた地下空間を有効に活用することにより、新たなにぎわい

や回遊を生み出すことが必要である。 

 また、積雪寒冷地である札幌において、地下空間は人々の安全で快適な回遊を支える重要

な都市基盤であり、にぎわいある街並みを実現するために、広場や公園など、規模や性質の

異なる交流空間を地上・地下の多様性に富んだ街路によってネットワーク化し、新たな回遊・

交流を創出することも必要である。 

 このことから、今後は、民間開発と一体となった地下空間の拡充を図ることで、回遊ネッ

トワークを強化し、地下施設は非常に価値の高い空間であることから、その特性に合わせ、

有効な活用を図ることで、地上・地下が一体となったにぎわいを生み出していくことが重要

である。 

•地域中心核

•乗降客数5000
～10000人／日
未満

•主要な生活関連経路
(旅客施設から官公署、
公共施設等を結ぶ経路)

•乗降客数
10,000人／日

以上

長期

短期

地
区
の
優
先
度

経路の優先度

高い

高い

•その他の生活関連経路
(特別特定建築物を結ぶ経路)

生活関連施設のバリ

アフリー化の進捗状況
等により、適宜、経路
の位置づけを見直し
（スパイラルアップ）

出典：「札幌市福祉のまちづくり条例 施設整備マニ

 ・地域中心核 

・乗降客数 

 20,000 人/日 

 以上 

 ・乗降客数 

5,000～ 

20,000 人/日 

 未満 
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                   図3-23 地下空間イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-24 札幌駅前通地下歩行空間 

★徒歩（歩道バリアフリー化） 

＜想定される事業・施策 イメージ例＞ 

・「新･札幌市バリアフリー基本構想」に基づく歩道バリアフリー化 
・道路空間再配分（自転車走行空間、荷さばき空間、路線バス等の共存） 
・拠点等の幹線道路における無電柱化 

 

★徒歩（地下空間） 

＜想定される事業・施策 イメージ例＞ 

・南１条通における地下歩行空間の創出や地上部の再整備の検討 
・創世 1.1.1区等の再開発と併せた西２丁目地下歩行空間供用の検討 
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(5) 過度な自動車依存からの脱却 

これまで札幌市における自動車登録台数は人口を上回るペースで増加してきており、近年に

おいては高齢者や女性ドライバーの増加に伴い、買い物などで気軽に自動車を利用する傾向

が強まっているなど、過度に自動車を利用するライフスタイルが浸透している。その結果、

バスをはじめとする公共交通の利用者減少を招いている大きな要因となっている。 
また、環境面から考えても、自動車利用は他の交通モードと比較して、CO2排出量が多い。 
今後、札幌市においても超高齢社会を迎え、自動車を利用できない高齢者が増加することが

予想されるが、公共交通の利用者減少に伴いバス路線等の撤退が進むと、将来の高齢者の移

動手段の選択肢を狭めるばかりか、地域の移動格差が生じる。 
そのため、札幌市においては市民・企業・行政の協働により、過度な自動車依存から脱却し、

公共交通の利用促進と自動車交通の円滑化を図るために、適切な自動車利用への誘導と地域

や目的に応じた適切な交通手段が選択できることが重要となる。 
 

図 3-26 都市圏の所要時間分布パターンの変化（自動車） 

資料：第２～４回道央都市圏パーソントリップ調査 

図3-25 札幌市内の手段別発生集中量の推移 

資料：第２～４回道央都市圏パーソントリップ調査 
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3-3-4 交通結節点 

(1) 乗継施設等の整備 

人の移動に際しては、様々な交通機関が利用されており、道路・公共交通ネットワークが

十分に機能するためには、各交通機関が相互に連携し、スムーズに乗り継げることが不可欠

となっている。 
交通結節点（乗継施設等）の整備に関する基本的な考え方は以下のとおりである。 
 
① 乗継施設等の整備拡充 

・ 将来需要に見合った乗継施設の整備・拡充 
・ 乗継施設の適正な配置、駅前広場・バスターミナルなどによる乗継機能の強化 
・ 駅舎、乗継施設等の整備に合わせて、各施設間を連絡する歩行者動線を考慮した移動支

援施設の整備 

② 地域のまちづくりにおける中心機能の強化 

・ まちづくり計画と整合を図った乗継施設整備の検討 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ＪＲ駅・地下鉄駅における乗継施設等 

① ＪＲ駅における乗継施設 

ＪＲ駅においては、多様なニーズ（都市内輸送と都市間輸送、日常交通と観光交通など）

への対応が重要であり、バスによる乗継を基本としながら、バス以外の徒歩、二輪、タクシ

ー、自家用車等の多様な端末交通手段を想定して、乗継施設等の整備が進められてきた。 
今後、新たに乗継施設等の整備検討を行う場合には、端末交通手段を集約した駅前広場の

形態および個別の乗継施設を適宜配置する形態が考えられ、これらについては、駅の規模（利

用人員の大小、端末交通手段の分担状況など）、駅周辺の交通状況（周辺道路の交通量、道路

網形態など）や施設整備の実現性（用地確保など）を踏まえて検討していく必要がある。 

② 地下鉄駅における乗継施設 

 地下鉄駅においては、地下鉄整備に合わせて端末駅や主要な中間駅にバス路線を再編し、

バスターミナル等による地下鉄とバスとの有機的な連携による交通体系の整備が進められて

きた。 

写真 3-6 駅前広場（JR 手稲駅北口） 写真 3-7 札幌駅バスターミナル 
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バスターミナルについては、バス停車時に一般の道路交通の流れを阻害することを排除し、

周辺交通を整序化するために、おもに大量の路線・便数が集中する起終点を中心に設けられ

ており、これにより一般交通流を乱すことなくバス交通を処理できるとともに、事故防止や

快適なバス待ち環境の提供、運行の効率化などが図られている。 
このことから、今後についても引き続き、地下鉄・ＪＲとの連携による機能強化を図りな

がら、利用者の利便性向上に努めていく必要がある。 
今後、新たに乗継施設等の整備検討を行う場合には、ＪＲ駅と同様に、駅の規模（利用人

員の大小、端末交通手段の分担状況など）、駅周辺の交通状況（周辺道路の交通量、道路網形

態など）や施設整備の実現性（用地確保など）を踏まえて検討する必要がある。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図3-27 市内鉄軌道の路線別端末手段構成 

            資料：道央都市圏パーソントリップ調査（2006年） 
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図3-28 駅併設のバスターミナルおよび駅前広場の整備状況 

 

 

 ★交通結節点（乗継施設等） 

＜想定される事業・施策 イメージ例＞ 

・ＪＲ白石駅橋上化、駅前広場整備（事業中） 【再掲(ＪＲ)】 
・ＪＲ苗穂駅移転、自由通路・駅前広場整備、アクセス道路整備 【再掲(ＪＲ)】 
・ＪＲ篠路駅周辺の駅前広場整備、アクセス道路整備 【再掲(ＪＲ)】 
・札幌駅交流拠点再整備構想の検討 
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